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現   行 変 更 案 備  考 
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現   行 変 更 案 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改正履歴の追加 
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現   行 変 更 案 備  考 
 

女川原子力発電所計量管理規定 
 

（中略） 

 

第２編 原子炉の設置または運転の用に供する核燃料物質に関する計量管理 
 

第１章 組織および職務 

 

（中略） 

 

（職  務） 

第 7 条 発電所における計量管理に関する業務に携わる者の職務は，次に定めるとおりとする。 

(1) 所長は，発電所における計量管理に関する業務を適切に実施するための指揮，監督等の総

括業務を行うものとする。 

(2) 計量管理責任者は，核燃料物質の計量管理に関する業務の適切な実施または取りまとめを

行うものとする。 

(3) 女川原子力発電所輸送・固体廃棄物管理課長（以下「輸送・固体廃棄物管理課長」という。）

は，核燃料物質の受入れ，払出しの作業に関する業務を行うものとする。 

(4) 女川原子力発電所計測制御課長（以下「計測制御課長」という。）は，第２編第７章（測

定の方法および測定機器の管理）に定める機器の校正を行うものとする。 

(5)本店原子力部原子力技術課長は，核燃料物質の計量管理に関する業務について計量管理責任

者を支援，指導するものとする。 

 

（中略） 

 

第５章 計量管理手続 

 

（受入れ手続） 

第 17条 輸送・固体廃棄物管理課長は，核燃料物質をＭＢＡへ受入れる場合は，ＭＢＡへの核燃料

物質の搬入が完了した時点をもって受入れが行われるものとし，払出し者が発行した核燃料物

質移動通知書に基づき，核燃料物質の種類および数量の確認ならびに同定を行い，その結果を

計量管理責任者へ通知するものとする。ただし，発電所内の他のＭＢＡから受入れる場合は，

払出し側ＭＢＡの計量管理に関する記録に基づき，核燃料物質の種類および数量の確認ならび

に同定を行うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず，海外から核燃料物質を受入れる場合は，海外施設からの核燃料物

質の移転に係る書類をもって，核燃料物質移動通知書にかえることができるものとする。 

３ 計量管理責任者は，核燃料物質を受入れた場合は，第１項に定める輸送・固体廃棄物管理課

長からの通知をもとに第２編第９章（記録）に定めるところにより必要な記録を行うものとす

る。 

 

 

女川原子力発電所計量管理規定 
 

（中略） 

 

第２編 原子炉の設置または運転の用に供する核燃料物質に関する計量管理 
 

第１章 組織および職務 

 

（中略） 

 

（職  務） 

第 7 条 発電所における計量管理に関する業務に携わる者の職務は，次に定めるとおりとする。 

(1) 所長は，発電所における計量管理に関する業務を適切に実施するための指揮，監督等の総

括業務を行うものとする。 

(2) 計量管理責任者は，核燃料物質の計量管理に関する業務の適切な実施または取りまとめを

行うものとする。 

 

 

(3) 女川原子力発電所計測制御課長（以下「計測制御課長」という。）は，第２編第７章（測

定の方法および測定機器の管理）に定める機器の校正を行うものとする。 

(4)本店原子力部原子力技術課長は，核燃料物質の計量管理に関する業務について計量管理責任

者を支援，指導するものとする。 

 

（中略） 

 

第５章 計量管理手続 

 

（受入れ手続） 

第 17条 計量管理責任者は，核燃料物質をＭＢＡへ受入れる場合は，ＭＢＡへの核燃料物質の搬入

が完了した時点をもって受入れが行われるものとし，払出し者が発行した核燃料物質移動通知

書に基づき，核燃料物質の種類および数量の確認ならびに同定を行うものとする。ただし，発

電所内の他のＭＢＡから受入れる場合は，払出し側ＭＢＡの計量管理に関する記録に基づき，

核燃料物質の種類および数量の確認ならびに同定を行うものとする。 

 

２ 前項の規定にかかわらず，海外から核燃料物質を受入れる場合は，海外施設からの核燃料物

質の移転に係る書類をもって，核燃料物質移動通知書にかえることができるものとする。 

３ 計量管理責任者は，核燃料物質を受入れた場合は，第２編第９章（記録）に定めるところに

より必要な記録を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織整備に伴い，核燃

料物質の受入れ，払出

し作業に関する業務

は計量管理責任者が

実施するため，記載を

削除 

 

 

 

 

 

 

組織整備に伴い，核燃

料物質の受入れ，払出

し作業に関する業務

は計量管理責任者が

実施するため，記載を

変更および削除 
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現   行 変 更 案 備  考 
 

（中略） 

 

（払出し手続） 

第 20条 輸送・固体廃棄物管理課長は，核燃料物質を各ＭＢＡから払出す場合は，各ＭＢＡからの

核燃料物質の搬出が完了した時点をもって払出しが行われるものとし，払出しに先立ち，当該核

燃料物質に関する記録に基づき，核燃料物質の種類および数量の確認ならびに同定を行い，その

結果を計量管理責任者へ通知するものとする。また，計量管理責任者は，必要により第２編第７

章（測定の方法および測定機器の管理）に定める測定を実施するものとする。 

 

（中略） 

 

（試料の収去および保管の手続） 

第 23条 計量管理責任者は，法律第６１条の８の２第２項（保障措置検査）および法律第６１条の

２３の７第２項（保障措置検査の実施）または法律第６８条第１項，第４項，第７項および第

８項（立入検査等）の規定に基づき，原子力規制委員会の指定するその職員もしくは指定保障

措置検査等実施機関の検査員または国際原子力機関の指定する者もしくは国際規制物資の供給

当事国政府の指定する者（以下「査察官等」という。）より試料の収去を求められた場合は，

これに協力するものとする。 

 

（中略） 

 

附  則 

 

 (施行期日) 

第 1条 この規定は，令和２年 7月 7日から施行する。 

 

 

（中略） 

 

（払出し手続） 

第 20条 計量管理責任者は，核燃料物質を各ＭＢＡから払出す場合は，各ＭＢＡからの核燃料物質

の搬出が完了した時点をもって払出しが行われるものとし，払出しに先立ち，当該核燃料物質に

関する記録に基づき，核燃料物質の種類および数量の確認ならびに同定を行うものとする。また，

計量管理責任者は，必要により第２編第７章（測定の方法および測定機器の管理）に定める測定

を実施するものとする。 

 

（中略） 

 

（試料の収去および保管の手続） 

第 23条 計量管理責任者は，法律第６１条の８の２第２項（保障措置検査）および法律第６１条の

２３の７第２項（保障措置検査の実施）または法律第６８条第１項，第４項，第７項および第

８項（立入検査等）の規定に基づき，原子力規制委員会の指定する当該職員もしくは指定保障

措置検査等実施機関の検査員または国際原子力機関の指定する者もしくは国際規制物資の供給

当事国政府の指定する者（以下「査察官等」という。）より試料の収去を求められた場合は，

これに協力するものとする。 

 

（中略） 

 

附  則 

 

 (施行期日) 

第 1条 この規定は，２０２１年７月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

組織整備に伴い，核燃

料物質の受入れ，払出

し作業に関する業務

は計量管理責任者が

実施するため，記載を

変更および削除 

 

 

 

「核原料物質、核燃料

物質及び原子炉の規

制に関する法律」の改

正に伴う記載の適正

化 

 

 

 

 

 

 

 

本規定は，原子力規

制委員会の認可を受

けた後，組織整備実施

日に合わせて施行す

るものとする 
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現   行 変 更 案 備  考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織整備に伴い，核燃

料物質の受入れ，払出

し作業に関する業務

は計量管理責任者が

実施するため，記載を

削除 
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現   行 変 更 案 備  考 
別表第８ 原子炉の設置または運転の用に供する核燃料物質および 

使用の許可を受けた核燃料物質に関する報告事項等（第 43条，第 74条関係） 

 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

別表第８ 原子炉の設置または運転の用に供する核燃料物質および 

使用の許可を受けた核燃料物質に関する報告事項等（第 43条，第 74条関係） 

 

（中略） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

「国際規制物資の使

用等に関する規則」の

改正に伴う封印毀損

時等の報告に関する

記載の追加 

 


